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○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
〇
・
こ
ど
も
課
） 
一

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
一
・
地
域
福
祉
課
） 
二

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

　

の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
二
・　
　

〃　
　

） 
二

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関

　

の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
三
・　
　

〃　
　

） 
四

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を

　

担
当
さ
せ
る
機
関
の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
四
・　
　

〃　
　

） 
五

○
救
急
病
院
の
認
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
五
・
医　

務　

課
） 
五

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
六
・
道　

路　

課
） 
五

○　
　
　

〃　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
七
・　
　

〃　
　

） 
六

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
八
・　
　

〃　
　

） 
六

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
三
九
・　
　

〃　
　

） 
六

○　
　
　

〃　
　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
〇
・　
　

〃　
　

） 
七

○
道
路
の
区
域
の
変
更　
  
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
一
・　
　

〃　
　

） 
七

○
道
路
の
供
用
開
始　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
二
・　
　

〃　
　

） 
八

○
道
路
の
区
域
の
変
更　
  
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
三
・　
　

〃　
　

） 
八

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
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��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
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佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

○
道
路
の
供
用
開
始　
  
�
�
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�
�
�（
四
四
・　
　

〃　
　

） 
八

◎
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
の
一
部
改
正　
  
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�（
四
五
・　
　

〃　
　

） 
八

◎　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
  
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�（
四
六
・
生
産
者
支
援
課
） 
九

◎
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
の
一
部
改
正　
  
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�（
四
七
・　
　

〃　
　

）
一
一

◎
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定　
  
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�（
四
八
・　
　

〃　
　

）
一
一

◎　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�  
�
�
�
�
�
�（
四
九
・　
　

〃　
　

）
一
二

��
�
�

�

○
基
本
測
量
の
終
了  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
土
地
対
策
課
）
一
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
届  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
農
地
整
備
課
）
一
三
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指定理由雑誌コード等製作発行所等題　　　　　名指定番号種類

　著しく青少年の
性的感情を刺激し、
又は著しく青少年
の粗暴性若しくは
残虐性を誘発し、
若しくは助長し、
その健全な育成を
阻害するおそれが
ある。

１７６５７－３㈱ぶんか社人妻本当にあったＨな話　３月号２０－２１２雑誌

１６１５１－３㈱ワニマガジン社Ｃｈｕッ　ＳＰＥＣＩＡＬ［チュッスペシャル］
３月号２０－２１３〃

１５５２９－３インフォレスト㈱ＺＵＢＡ！【ズバッ！】　３月号２０－２１４〃

２０４３７－２／２２
○L －３／２１㈱双葉社週刊大衆増刊パパラッチ　２月２２日号２０－２１５〃

１９８１９－３㈱ぶんか社話王　VOL.１１６　３月号２０－２１６〃

０８３５７－０３若生出版㈱Madonna HOUSE　No.２６０
［月刊］マドンナハウス　３月号２０－２１７〃

１８１３５－３㈱ぶんか社別冊本当にあったＨな話　３月号２０－２１８〃

０６９０９－３㈱竹書房ナマイキッ！　３月号２０－２１９〃

０２９７１－０３バナジー出版㈱危険な愛体験　Special ３月号２０－２２０〃

１３７０１－０３㈱ぶんか社コミックまぁるまん　３月号２０－２２１〃

０１８８９－０３㈱サン出版ウォーA組　３月号２０－２２２〃
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�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
、
同
法
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療

機
関
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

医
療
法
人　

ア
ー
ル

ア
ン
ド
エ
ー　

グ
リ

ー
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

み
や
き
歯
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

フ
ク
チ
薬
局

フ
ク
チ
薬
局　

多
久

駅
南
店

神
代
薬
局　

大
和
店

本
田
薬
局 　

兵
庫

店

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
神
野
東
三
丁
目
一
四
番
二
六
号

三
養
基
郡
み
や
き
町
原
古
賀
三
九
四
番
地
一
号

多
久
市
多
久
町
一
七
六
二
番
地
一

多
久
市
北
多
久
町
大
字
小
侍
七
七
九
番
地
一

佐
賀
市
大
和
町
大
字
尼
寺
二
六
四
一
番
地
三

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
藤
木
四
五
〇
番
地
六

廃
止
年
月
日

平
成
二
一
・
一
・
一

〃

平
成
二
〇
・
一
二
・
一
九

〃

平
成
二
一
・
一
・
一

〃

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
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十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

創
明
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ぽ
っ
か
ぽ
か
・
ハ
ー
ト
ケ
ア
東
唐
津

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

創
明
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ぽ
っ
か
ぽ
か
・
ハ
ー
ト
ケ
ア
東
唐
津

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社
ケ
ア
カ
ン
パ
ニ
ー　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
一
二
二
四
五
番
地
六

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ゆ
か
い

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
一
二
二
四
五
番
地
六

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

か
れ
ん　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
西
与
賀
町
厘
外
七
五
一
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

か
れ
ん

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
西
与
賀
町
厘
外
八
四
九
番
地
三
六

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ユ
ニ
オ
ン
・
ラ
イ
フ　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
三
一
九
四
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

さ
く
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
あ
や
べ

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
枝
ケ
里
二
九
二
番
地
一
〇

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
松
風
会　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
西
唐
津
一
丁
目
六
一
六
七
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

ウ
ェ
ル
ネ
ス
伊
万
里

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
甲
一
七
〇
四
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護
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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

創
明
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ぽ
っ
か
ぽ
か
・
ハ
ー
ト
ケ
ア
東
唐
津

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

創
明
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ぽ
っ
か
ぽ
か
・
ハ
ー
ト
ケ
ア
東
唐
津

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社
ケ
ア
カ
ン
パ
ニ
ー　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
一
二
二
四
五
番
地
六

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ゆ
か
い

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
一
二
二
四
五
番
地
六

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

か
れ
ん　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
西
与
賀
町
厘
外
七
五
一
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

か
れ
ん

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
西
与
賀
町
厘
外
八
四
九
番
地
三
六

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ユ
ニ
オ
ン
・
ラ
イ
フ　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
三
一
九
四
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

さ
く
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
あ
や
べ

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
枝
ケ
里
二
九
二
番
地
一
〇

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
ひ
ら
ま
つ
病
院　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

小
城
市
小
城
町
八
一
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
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名　

称　

医
療
法
人 
ひ
ら
ま
つ
病
院

　
　
　
　

所
在
地　

小
城
市
小
城
町
七
八
六
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
松
風
会　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
西
唐
津
一
丁
目
六
一
六
七
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

ウ
ェ
ル
ネ
ス
伊
万
里

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
甲
一
七
〇
四
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

創
明
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

ぽ
っ
か
ぽ
か
・
ハ
ー
ト
ケ
ア
東
唐
津

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
大
字
鏡
字
中
新
開
三
四
一
四
番
地

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
ひ
ら
ま
つ
病
院

　
　
　
　

所
在
地　

小
城
市
小
城
町
八
一
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
ひ
ら
ま
つ
病
院
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

　
　
　
　

所
在
地　

小
城
市
小
城
町
七
八
六
番
地
一

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
松
風
会

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
西
唐
津
一
丁
目
六
一
六
七
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所　

ウ
ェ
ル
ネ
ス
伊
万
里

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
甲
一
七
〇
四
番
地
一

名　
　

称

小
城
市
民
病
院

所　
　

在　
　

地

小
城
市
小
城
町
松
尾
四
一
〇
〇

番
地

認　

定　

期　

限

平
成
二
一
年
二
月
一

日
か
ら
平
成
二
四
年

一
月
三
一
日
ま
で

備　
　

考

内
科
系

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
と
し
て
次
の
も
の
を
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

十
五
中
原
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
二
本
谷

籠
三
一
〇
番
一
地
先
か
ら

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
本
黒

木
籠
三
四
番
三
地
先
ま
で

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
二
本
谷

籠
三
一
〇
番
一
地
先
か
ら

佐
賀
市
嘉
瀬
町
大
字
十
五
字
一
本
黒

木
籠
三
四
番
三
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
四
・
〇

 
〜　

一
五
・
〇

二
一
・
六

 
〜　

七
・
四

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
、
六
二
〇
・
〇

一
、
六
二
三
・
九

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
供

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

佐
賀
脊
振
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一
本

黒
木
六
八
番
一
地
先
か
ら

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
二
本

黒
木
九
四
番
一
地
先
ま
で

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一
本

黒
木
六
八
番
一
地
先
か
ら

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
二
本

黒
木
九
四
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

 
一
五
・
九

  
〜　

九
・
一

一
五
・
四

 
〜　

九
・
一

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
七
九
・
八

一
七
九
・
八

路 

線 

名

県
道

佐
賀
脊
振
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
一
本
黒
木
六
八
番
一
地
先

か
ら

佐
賀
市
金
立
町
大
字
薬
師
丸
字
二
本
黒
木
九
四
番
一
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
二
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
供

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
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の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

鎮
西
唐
津
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

唐
津
市
鎮
西
町
菖
蒲
字
筒
江
二
四
五

九
番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
鎮
西
町
菖
蒲
字
菖
蒲
二
八
三

三
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
鎮
西
町
菖
蒲
字
筒
江
二
四
五

九
番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
鎮
西
町
菖
蒲
字
菖
蒲
二
八
三

三
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
二
・
五

  
〜　

一
〇
・
六

一
六
・
〇

 
〜 　

七
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

五
三
五
・
六

五
四
一
・
八

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

鳥
巣
浜
崎
停

車
場
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
字
畑
田
二
三
七

番
五
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
字
畑
田
八
七
五

番
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
字
畑
田
二
三
七

番
五
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
字
畑
田
八
七
五

番
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
字
畑
田
二
三
七

番
五
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
字
畑
田
八
七
五

番
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
五
・
四

  
〜 　

一
〇
・
五

二
八
・
〇

  
〜　

八
・
〇

　

一
五
・
四 

     
〜　

一
〇
・
七

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
六
九
・
四

一
九
〇
・
二

一
六
九
・
四

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
四
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
古
屋
田
乙

五
三
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
中
島
乙
三

一
番
六
地
先
ま
で

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
古
屋
田
乙

五
三
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
中
島
乙
三

一
番
六
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後後

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

四
三
・
〇

 　

〜　

二
五
・
四

三
七
・
五

 　

〜　

二
五
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

六
二
六
・
〇

六
二
七
・
三
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一
般
国
道

四
九
八
号

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
古
屋
田
乙

九
三
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
古
屋
田
乙

八
六
番
三
地
先
ま
で

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
古
屋
田
乙

九
三
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
古
屋
田
乙

八
六
番
三
地
先
ま
で

前前

三
五
・
二

 　

〜　

一
三
・
八

 
四
一
・
〇

  　

〜　

一
三
・
九

一
二
九
・
九

一
二
九
・
一

路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
四
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
古
屋
田
乙
五
三
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
二
里
町
大
里
字
中
島
乙
三
一
番
六
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
二
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
四
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
大
薗
字
古
田

一
五
四
九
番
二
一
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
大
薗
字
白
土

一
三
六
一
番
一
地
先
ま
で

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
大
薗
字
古
田

一
五
四
九
番
二
一
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
大
薗
字
白
土

一
三
六
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
五
・
三

  
〜　

一
一
・
三

三
五
・
四

  
〜　

一
一
・
三

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
七
四
・
一

一
七
四
・
一

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
四
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
大
薗
字
古
田
一
五
四
九
番
二
一
地

先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
大
薗
字
白
土
一
三
六
一
番
一
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
二
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月

十
九
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
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二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
桜
岡
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
鳥

獣
保
護
区
の
設
定
（
昭
和
五
十
三
年
佐
賀
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
二
号
中
「（
昭
和
五
十
一
年
小
城
町
条
例
第
二
十
六
号
）」
を
「（
平
成
十
七
年
小
城
市
条

例
第
百
五
十
九
号
）」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

保
護
に
関
す
る
指
針

　
　

イ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

　
　
　
　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

　
　

ロ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
地
域
は
、
小
城
公
園
内
の
水
面
と
烏
森
稲
荷
神
社
の
森
が
あ
る
た
め
、
鳥
類

の
生
息
に
適
し
て
お
り
、
ツ
グ
ミ
、
カ
ワ
セ
ミ
、
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
等

の
野
鳥
が
生
息
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
と
も
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
地
域
に
野
鳥
を
誘
致
し
、
野

生
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
と
と
も
に
県
民
に
憩
い
を
与
え
、
ひ
い
て
は
愛
鳥
思
想

の
普
及
に
努
め
る
。

　
　

ハ　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

　

区
域
界
の
主
な
場
所
に
鳥
獣
保
護
区
の
標
識
を
設
置
し
、
鳥
獣
保
護
区
で
あ
る
こ

と
の
周
知
を
図
り
、
県
担
当
職
員
や
鳥
獣
保
護
員
が
、
随
時
鳥
獣
保
護
区
内
を
巡
視

す
る
等
し
て
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
に
あ
た
る
。

　

ま
た
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
等
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
有
害
鳥
獣

捕
獲
制
度
及
び
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
捕
獲
制
度
の
適
正
な
活
用
に
よ

り
被
害
防
止
に
努
め
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
丁
ダ
ム
鳥
獣
保
護
区
、
加
唐
島
鳥
獣
保
護
区
、
松
島

鳥
獣
保
護
区
及
び
小
川
島
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
鳥
獣
保
護
区
の
設

定
（
平
成
十
年
佐
賀
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

そ
の
�
の
第
二
号
中
「
小
城
郡
」
を
「
小
城
市
」
に
改
め
る
。

　

そ
の
�
の
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

そ
の
�
の
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

保
護
に
関
す
る
指
針

　
　

イ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

　
　
　
　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

　
　

ロ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
地
域
は
、
県
中
央
部
の
天
山
南
麓
に
位
置
し
、
八
丁
ダ
ム
周
辺
は
広
葉
樹
を

中
心
と
し
た
生
活
環
境
保
全
林
で
、
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お

り
、
コ
ガ
モ
、
キ
ク
イ
タ
ダ
キ
、
ヒ
ヨ
ド
リ
、
メ
ジ
ロ
、
ウ
グ
イ
ス
等
の
野
鳥
が
多

数
生
息
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
と
も
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
野
生
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
。

　
　

ハ　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

　

区
域
界
の
主
な
場
所
に
鳥
獣
保
護
区
の
標
識
を
設
置
し
、
鳥
獣
保
護
区
で
あ
る
こ

と
の
周
知
を
図
り
、
県
担
当
職
員
や
鳥
獣
保
護
員
が
、
随
時
鳥
獣
保
護
区
内
を
巡
視

す
る
等
し
て
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
に
あ
た
る
。
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ま
た
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
等
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
有
害
鳥
獣

捕
獲
制
度
及
び
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
捕
獲
制
度
の
適
正
な
活
用
に
よ

り
被
害
防
止
に
努
め
る
。

　

そ
の
�
の
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

そ
の
�
の
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

保
護
に
関
す
る
指
針

　
　

イ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

　
　
　
　

希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

　
　

ロ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
地
域
は
、
県
北
部
の
離
島
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
方
面
や
日
本
海
沿
岸
に
移
動

す
る
渡
り
鳥
の
中
継
地
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
カ
ラ
ス
バ
ト
が
生
息
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
ミ
サ
ゴ
、
ト
ビ
、
ハ
ヤ
ブ
サ
、

ウ
グ
イ
ス
、
メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
等
が
生
息
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
と
も
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
野
生
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
。

　
　

ハ　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

　

区
域
界
の
主
な
場
所
に
鳥
獣
保
護
区
の
標
識
を
設
置
し
、
鳥
獣
保
護
区
で
あ
る
こ

と
の
周
知
を
図
り
、
県
担
当
職
員
や
鳥
獣
保
護
員
が
、
随
時
鳥
獣
保
護
区
内
を
巡
視

す
る
等
し
て
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
に
あ
た
る
。

　

ま
た
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
等
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
有
害
鳥
獣

捕
獲
制
度
及
び
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
捕
獲
制
度
の
適
正
な
活
用
に
よ

り
被
害
防
止
に
努
め
る
。

　

そ
の
�
の
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

そ
の
�
の
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

保
護
に
関
す
る
指
針

　
　

イ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

　
　
　
　

希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

　
　

ロ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
地
域
は
、
県
北
部
の
離
島
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
方
面
や
日
本
海
沿
岸
に
移
動

す
る
渡
り
鳥
の
中
継
地
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
カ
ラ
ス
バ
ト
が
生
息
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
ト
ビ
、
ミ
サ
ゴ
、
ハ
イ
タ
カ
、

オ
オ
タ
カ
、
ウ
グ
イ
ス
、
メ
ジ
ロ
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
等
が
生
息
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
と
も
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
野
生
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
。

　
　

ハ　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

　

区
域
界
の
主
な
場
所
に
鳥
獣
保
護
区
の
標
識
を
設
置
し
、
鳥
獣
保
護
区
で
あ
る
こ

と
の
周
知
を
図
り
、
県
担
当
職
員
や
鳥
獣
保
護
員
が
、
随
時
鳥
獣
保
護
区
内
を
巡
視

す
る
等
し
て
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
に
あ
た
る
。

　

ま
た
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
等
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
有
害
鳥
獣

捕
獲
制
度
及
び
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
捕
獲
制
度
の
適
正
な
活
用
に
よ

り
被
害
防
止
に
努
め
る
。

　

そ
の
�
の
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

そ
の
�
の
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

保
護
に
関
す
る
指
針

　
　

イ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

　
　
　
　

集
団
渡
来
地
の
保
護
区

　
　

ロ　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
地
域
は
、
県
北
部
の
離
島
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
方
面
や
日
本
海
沿
岸
に
移
動
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す
る
渡
り
鳥
の
中
継
地
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
隣
接
す
る
加
唐
島
と
異
な
り
、

草
原
性
の
鳥
が
多
く
生
息
し
て
お
り
ト
ビ
、
ミ
サ
ゴ
、
ウ
グ
イ
ス
、
ヒ
ヨ
ド
リ
、
ハ

ク
セ
キ
レ
イ
、
メ
ジ
ロ
、
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
、
ア
オ
ジ
等
が
生
息
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
と
も
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
野
生
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
。

　
　

ハ　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

　

区
域
界
の
主
な
場
所
に
鳥
獣
保
護
区
の
標
識
を
設
置
し
、
鳥
獣
保
護
区
で
あ
る
こ

と
の
周
知
を
図
り
、
県
担
当
職
員
や
鳥
獣
保
護
員
が
、
随
時
鳥
獣
保
護
区
内
を
巡
視

す
る
等
し
て
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
に
あ
た
る
。

　

ま
た
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
等
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
有
害
鳥
獣

捕
獲
制
度
及
び
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
捕
獲
制
度
の
適
正
な
活
用
に
よ

り
被
害
防
止
に
努
め
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
（
平
成
二
年
佐
賀
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

そ
の
�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

そ
の
�　

削
除

　

そ
の
�

　

一　

名　

称

　
　
　

諸
富
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

　

二　

区　

域

　

佐
賀
市
諸
富
町
加
与
丁
の
市
道
加
与
丁
〜
尾
ノ
島
橋
線
と
県
道
神
埼
諸
富
線
と
の
交

点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
南
へ
進
み
市
道
上
大
津
中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市

道
を
東
へ
進
み
市
道
上
大
津
東
部
北
部
第
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
へ

進
み
市
道
東
部
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
橋
津
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
へ
進
み
市

道
橋
津
第
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
へ
進
み
市
道
橋
津
第
四
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
へ
進
み
県
道
諸
富
西
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を

南
へ
進
み
国
道
四
百
四
十
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
南
へ
進
み
市
道
諸
富
〜

石
塚
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
へ
進
み
国
道
二
百
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、

同
国
道
を
北
西
へ
進
み
佐
賀
市
北
川
副
町
大
字
光
法
と
佐
賀
市
諸
富
町
大
字
山
領
の
境

界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
東
へ
進
み
市
道
加
与
丁
〜
尾
ノ
島
橋
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
市
道
を
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

四　

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

　
　
　

銃
器

　

そ
の
�

　

一　

名　

称

　
　
　

小
城
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

　

二　

区　

域

　

小
城
市
小
城
町
の
県
道
小
城
富
士
線
と
県
道
佐
賀
外
環
状
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
県
道
を
南
西
へ
進
み
国
道
二
百
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
南
東
へ
進
み

小
城
市
三
日
月
町
の
市
道
土
生
〜
戌
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
へ
進
み
農
道

と
の
交
点
に
至
り
、
同
農
道
を
西
へ
進
み
小
城
市
小
城
町
と
小
城
市
三
日
月
町
の
境
界

と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
北
へ
小
城
市
小
城
町
の
県
道
小
城
富
士
線
と
県
道
佐
賀
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外
環
状
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
南
西
へ
進
み
国
道
二
百
三
号
と
の
交
点

に
至
り
、
同
国
道
を
南
東
へ
進
み
小
城
市
三
日
月
町
の
市
道
土
生
戌
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
市
道
を
西
へ
進
み
農
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
農
道
を
西
へ
進
み
小
城
町
畑
田

と
三
日
月
町
久
米
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
北
へ
進
み
市
道
西
川
栗
原
西

小
路
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
へ
進
み
市
道
久
蘇
鷺
ノ
原
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
市
道
を
北
へ
進
み
県
道
小
城
富
士
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
へ
進
み

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　
　

四　

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

　
　
　
　

銃
器

　

そ
の
�

　

一　

名　

称

　
　
　

牛
津
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

　

二　

区　

域

　

小
城
市
牛
津
町
柿
樋
瀬
の
国
道
三
十
四
号
と
の
県
道
川
上
牛
津
線
と
の
交
点
を
起
点

と
し
、
同
県
道
を
南
へ
進
み
市
道
若
竹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
へ
進
み
西

水
東
水
幹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
幹
線
を
南
へ
進
み
国
道
二
百
七
号
と
の
交
点
に
至

り
、
同
国
道
を
西
へ
進
み
牛
津
町
牛
津
と
芦
刈
町
芦
溝
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同

境
界
に
沿
っ
て
牛
津
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
を
北
へ
進
み
国
道
三
十
四
号
と
の
交

点
に
至
り
、
同
国
道
を
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

四　

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

　
　
　

銃
器

　

そ
の
�

　

一　

名　

称

　
　
　

川
副
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

　

二　

区　

域

　

佐
賀
市
川
副
町
大
字
犬
井
道
の
県
道
佐
賀
川
副
線
と
同
町
の
第
二
線
堤
防
か
ら
北
へ

二
つ
目
の
水
路
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
水
路
を
東
へ
進
み
第
二
線
堤
防
と
の
交
点

に
至
り
、
同
堤
防
を
北
へ
進
み
筑
後
川
の
支
流
早
津
江
川
の
第
一
線
堤
防
と
の
交
点
に

至
り
、
同
堤
防
の
外
周
を
南
へ
進
み
有
明
海
及
び
八
田
江
河
口
を
経
て
第
二
線
堤
防
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
と
接
続
し
た
水
路
を
北
へ
進
み
第
二
線
堤
防
と
同
水
路
と
の
交

点
か
ら
北
へ
二
つ
目
の
東
西
の
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
水
路
を
東
に
進
み
起
点
に

至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

四　

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

　
　
　

銃
器

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

一　

名　

称

　
　
　

呼
子
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

　

二　

区　

域

　

唐
津
市
呼
子
町
殿
ノ
浦
の
国
道
二
百
四
号
名
護
屋
大
橋
と
同
町
の
海
岸
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
北
へ
進
み
小
友
漁
港
の
西
側
の
防
波
堤
に
至
り
、

同
所
か
ら
南
へ
進
み
市
道
坊
山
小
友
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
へ
進
み
国
道
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三
百
八
十
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
国
道
二
百
四
号
と
市
道
呼
子
環
状
東
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
へ
進
み
県
道
鎮
西
唐
津
線
と
県
道
肥
前
呼
子
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
肥
前
呼
子
線
を
西
へ
進
み
国
道
二
百
四
号
と
の
交
点
に

至
り
、
同
国
道
を
西
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
加
部
島
全
域

　

三　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

　

四　

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

　
　
　

銃
器

就
退
任
年
月
日

住
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
名

役
職
名

平
成
２１
年
１
月
１７
日
退
任

杵
島
郡
白
石
町
大
字
堤
２１６
番
地

鳥
越
　
順
治

理
　
事

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１８
条
第
１６
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
石
土
地
改

良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　
平
成
２１
年
２
月
２０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

��

��
�

�

　
測
量
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１８８
号
）
第
３９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

通
知
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２０
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
作
業
種
類
　
基
準
点
測
量

２
　
作
業
期
間
　
平
成
２０
年
５
月
１５
日
か
ら
平
成
２１
年
１
月
３０
日
ま
で

３
　
作
業
地
域
　
佐
賀
市
、
伊
万
里
市
、
三
養
基
郡
基
山
町
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